
在宅歯科医療連携室では・・・

介護が必要な高齢者などのご家族

介護サービスを担当している施設・事業所の職員の方

医師・看護師等の医療関係者の方

要介護高齢者の歯科治療や口腔ケアに関する相談や
歯科訪問診療の申し込みを受け付けています。

●うまくかめない
●飲み込めない
●よくむせる
など食事の摂取に関すること
●口腔乾燥に関すること

通院ができないからとあきらめないで！

ささいなことでもどうぞご相談ください。

●サービス担当者会議
●症例検討会
　（ケースカンファレンス）
●低栄養・摂食嚥下

在宅歯科医療連携室について詳しくは、
北海道歯科医師会のホームページで
ご案内しております。

などのご相談も受け付けています。
お気軽にご連絡ください。


